
第６次八幡市総合計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル方式実施要領 

 

１．事業の趣旨・目的 

本市の第５次八幡市総合計画が令和９年度で最終年度を迎えることから、令

和 10 年度から 10 年間を計画期間とする新たなまちづくりの指針となる第６次

八幡市総合計画の策定を進めることとしている。 

策定にあたっては、市民参画のもと、第５次総合計画基本構想（平成 30 年度

から 10 年間）・第５次総合計画後期基本計画（令和５年度から５年間）の総括及

び施策の評価・検証を行うとともに、新たなニーズや課題等を整理し、市の関連

計画との関係性整理や第３期八幡市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和７年

度から５年間）との整合を図ることとする。 

また、人口減少・少子高齢化が加速化する中においても持続可能な地域経営を

図るため、国が推奨する EBPM（エビデンスに基づく政策立案）に基づき、市の

状況や地域課題に関するデータ等を整理した上で、ロジックモデルの手法を活

用した全施策の見直しを図ることで、地域課題に対応する施策目的を整理し、ア

ウトプット（行政活動）の最適化と施策のアウトカム（社会的影響・波及効果）

向上、効率的・効果的なインパクト（めざす姿）の実現につなげることを目標と

する。 

 

２．業務概要 

（１）業 務 名 第６次八幡市総合計画策定支援業務 

（２）業 務 内 容 別紙「第６次八幡市総合計画策定支援業務委託仕様書」の

とおり 

（３）業 務 場 所 八幡市政策企画部政策企画課 

（４）契 約 期 間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（５）提案限度額 ６，０５０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３．担当部署及び問い合わせ先 

 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内 75 番地 

       八幡市 政策企画部 政策企画課 

       電話 075-983-1004 FAX 075-983-3593 

       メールアドレス seisaku@mb.city.yawata.kyoto.jp 

 

４．プロポーザル方式参加者に必要な資格 



プロポーザル方式に参加する者は、次に掲げる要件を満たす者であること。  

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定

に該当する者でないこと。 

（２）令和７年度八幡市競争入札参加資格を有する者であること。有していな

い者については、プロポーザル参加審査申請書を参加表明書と合わせて提

出し、参加資格を得ること。 

（３）プロポーザル方式実施の公表の日から提案者の選定の日までの期間に、

京都府又は八幡市の指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て

をした者にあっては、更生計画の認可がなされていない者、又は、民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てをした

者にあっては、再生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる

暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。 

 

５．提案採否決定までの日程 

手続等 提出期限・日程等 備考 

実施の公表 
令和８年３月１３日（金）から 

令和８年３月３０日（月）まで 

６．業務説明書

による 

参加表明書の提出 
令和８年３月１３日（金）から 

令和８年３月３０日（月）まで ７．参加表明書

による 
提案資格確認通知 令和８年４月１日（水） 

質疑の受付・回答 
受付：令和８年４月３日（金）まで 

回答：令和８年４月７日（火） 

８．質疑回答に

よる 

提案書提出 令和８年４月１４日（火）まで 
９．提案書によ

る 

プレゼンテーショ

ン・ヒアリングの

実施 

令和８年４月２１日（火）（予定） 10.（２）による 

評価結果の通知 令和８年４月２７日（月）（予定） 
11．評価結果に

よる 

 

６．業務説明書 



 （１）業務説明書の種類 

   ア 第６次八幡市総合計画策定支援業務委託公募型プロポーザル方式実

施要領 

 イ 第６次八幡市総合計画策定支援業務委託仕様書 

   ウ 第６次八幡市総合計画策定支援業務委託事業者選定評価基準 

 （２）配布期間 

    ５．提案採否決定までの日程に記載のとおり 

 （３）配布場所 

    ３．担当部署の窓口で配布するほか、八幡市ホームページからダウンロ

ードできる。 

 

７．参加表明書 

 （１）提出書類 

   公募型プロポーザル方式参加表明書（別紙１） １部 

 （２）提出方法 

   持参（平日の９時から 17 時まで）又は郵送（提出期限必着） 

 （３）提出先及び提出期限 

   ３．担当部署及び５．提案採否決定までの日程に記載のとおり 

    ※提出期限後に到着した書類は無効とする。 

 （４）提案資格確認結果 

    参加表明書提出者に対し、提案資格確認結果を通知する。通知は５．提

案採否決定までの日程に記載の日に書面により行う。 

 （５）参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）により届け

出るものとする。 

 

８．質疑回答 

 （１）受付期間 

公募開始日～令和８年４月３日（金）１７時必着 

 （２）受付方法 

質疑がある場合は、（１）受付期間内に持参、郵便、FAX 又は電子メール

により、質疑書（別紙２）を３．担当部署へ提出する。 

 （３）回答方法 

質疑に対する回答は、５．提案採否決定までの日程に記載の日に、参  

加表明書提出者（質疑回答日までに辞退届を提出した者を除く）へ電子メ

ールにより行う。 

 

９．提案書 



 （１）提出書類（様式任意。Ａ４版を基本のサイズとし、各書類原本には記名

押印をすること。） 

   ア 企画提案書 ５部（原本１部、複写４部） 

      仕様書を踏まえた内容とし、業務スケジュール、執行体制、本業務

担当者の氏名及び経歴、取得資格等を記載すること。 

   イ 価格提案書（見積書） ５部（原本１部、複写４部） 

           消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載すること。なお、うち消

費税及び地方消費税相当額（円未満の端数は切り捨て）を併せて記載

すること。また、積算根拠が分かるよう内訳も記載すること。 

   ウ 事業者の概要 ５部 

      会社概要が分かるパンフレット等を提出すること。 

 （２）提出方法 

   持参（平日の９時から 17 時まで）又は郵送（提出期限必着） 

 （３）提出先及び提出期限 

   ３．担当部署及び５．提案採否決定までの日程に記載のとおり 

    ※提出期限後に到着した書類は無効とする。 

 （４）提出書類の取扱い 

   ア 提出書類は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者（以下、

受注候補者という。）の選定以外の目的では使用しない。ただし、公文

書公開請求があった場合は、八幡市情報公開条例に基づき取り扱うこ

ととする。 

   イ 提出書類は返却しない。 

   ウ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

   エ 提案書を提出した後、提出書類の差替、訂正、再提出をすることはで

きない。ただし、市から指示した場合を除く。 

   オ 提案書を提出した後、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求

めることがある。 

 

10．評価方法等 

 （１）評価基準 

    別紙「第６次八幡市総合計画策定支援業務委託評価基準」のとおり 

 （２）プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

    企画提案書及び価格提案書について、プレゼンテーション・ヒアリング

を実施する。時間、場所については、別途通知する。 

   ア プレゼンテーション・ヒアリングの内容は、提案書に基づくプレゼン

テーション（２０分以内）と質疑応答（１０分程度）とする。 

   イ プレゼンテーション・ヒアリングに参加する者は１者につき３名以



内とし、提案業務を直接担当する者がプレゼンテーションを行うもの

とする。プレゼンテーションのみを行う者の参加は認めない。 

   ウ 別途通知により指示する場合を除き、プレゼンテーションは 9．提案

書による提出書類のみで行い、パワーポイント等の情報処理機器は使

用しないものとする。 

 （３）評価方法 

    企画提案書、価格提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングについて、

評価基準に基づき評価委員会にて評価する。 

11．評価結果 

 受注候補者選定後、提案書提出者全員に選定又は非選定の結果を通知する。ま

た、下記項目について八幡市ホームページにて公表するものとする。 

 （１）プロポーザル方式の概要及び参加者氏名 

 （２）受注候補者の氏名及び住所 

 （３）評価結果（総合点） 

 

12．契約手続き 

 （１）受注候補者と八幡市とで、業務仕様及び経費等について協議し、その内

容を決定し、随意契約により契約を締結する。 

 （２）受注候補者が次のいずれかに該当する場合は、当該受注候補者を失格と

し、評価結果が次順位の者を受注候補者とする。この場合において、失格

の事由が当該受注候補者の責めに帰すべきときは、八幡市建設事業等指

名停止に関する要綱（平成 26 年告示第 33 号）による指名停止を行うと

ともに、２．業務概要に記載する提案限度額の 100 分の５に相当する額の

違約金を徴するものとする。 

   ア 虚偽又は不正の事実に基づいて選定された者であることが判明した

とき。 

   イ 特別な事情により契約を締結しない場合 

 

13．その他 

（１）提出書類の作成、提出その他提案に係る一切の費用は、提案者の負担と

する。 

（２）参加資格は、参加表明書の提出時点および契約締結時点の双方において

具備していることを要件とする。なお、契約締結時点において令和８年

度八幡市競争入札参加資格を有していない場合は、契約を締結すること

ができない。 

 （３）プロポーザル方式に参加する者が次のいずれかに該当するときは、提案

資格を喪失する。この場合において、既に提出された提案書は、無効とす



る。 

   ア ４．プロポーザル方式参加者に必要な資格を満たさないこととなっ

たとき。 

   イ 提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

（４）本業務は令和８年度予算の成立を条件とするものであり、予算が成立し

ない場合は、契約を締結しないものとする。 

（５）参加者が１者であっても本プロポーザルを実施するが、適切な提案が

ない場合は、受注候補者該当なしとすることがある。 


